
証券コード 7635
2020年６月３日

株 主  各  位
東京都墨田区緑二丁目14番15号

杉 田 エ ー ス 株 式 会 社
代表取締役社長 杉田　裕介

第74期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第74期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので

ご通知申し上げます。
近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県から

外出自粛が強く要請される事態に至っております。この事態をうけ、
慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては適切な感染
防止対策を実施させていただいた上で、開催させていただくこととい
たしました。
株主の皆様におかれましては、株主様と当社役員の感染リスクを避

けるため、本株主総会につきましては、書面により事前の議決権行使
をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日はご来場
をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決

権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月23日
（火曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますよう
お願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時 2020年６月24日（水曜日）午前10時

２．場 所 東京都墨田区横網一丁目６番１号
国際ファッションセンター（ＫＦＣビル）２階
「ＫＦＣ Ｈａｌｌ ２ｎｄ」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第74期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第74期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

取締役８名選任の件
監査役２名選任の件
補欠監査役１名選任の件
故監査役内山芳男氏に対する弔慰金贈呈の件

以　上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。

<株主様へのお願い>

・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上
記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェ
ブサイト(http://www.sugita-ace.co.jp)より、発信情報をご確認く
ださいますよう、併せてお願い申し上げます。

・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたしま
す。

 （ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます）

・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、
体調不良と思われる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がご
ざいます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

・会場につきましては、感染拡大防止のため座席の間隔を拡げることか
ら、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、
当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予め
ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着
用で応対させていただきます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じ
た場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.sugita-
ace.co.jp)に掲載させていただきます。

昨年まで株主総会開催時にお土産を用意しておりましたが、諸般の事情
により廃止させていただくこととなりました。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
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（提供書面）

事　業　報　告

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①  事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は雇用・所得環境が安定し

ていましたが、通商問題による不安定な国際情勢や自然災害の発生、また

10月の消費税増税、更に新型コロナウイルス感染症の蔓延等、様々な下方

リスク要因によって不透明感を増し、予断を許さない状況となりました。

住宅建設業界におきましては、持家の着工は緩やかに減少し、貸家の着

工は下げ止まりの兆しがみられましたが、分譲住宅の着工は弱含んでおり

ます。首都圏のマンション総販売戸数は減少し、全体として弱含みで推移

しました。また、世界的な新型コロナウイルスの拡散により輸入商材にお

いては納期遅れ等による商品不足がみられました。

このような状況の中、当社グループは４月に連結子会社（特定子会社）

のトクダマシモエース株式会社を吸収合併し、東京流通センターを開設、

東京・神奈川・埼玉地区にて新営業体制の構築をいたしました。また、新

規開発商品等による異業種分野への新規開拓を図って参りました。

この結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高58,709

百万円（前連結会計年度比1.5％増）、営業利益547百万円（同0.1％増）、

経常利益660百万円（同1.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益415百

万円（同8.5％減）となりました。
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セグメント別の売上高は次のとおりであります。

なお、当連結会計年度より事業セグメント区分の変更を行ったため、前

連結会計年度比較については変更後の区分により再編集した数値を基に算

出しております。

事 業 区 分

第 73 期
（2019年３月期）
（前連結会計年度）

第 74 期
（2020年３月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比増減

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

ル ー ト 事 業 46,381百万円 80.2％ 47,439百万円 80.8％ 1,057百万円 2.3％

エンジニアリング
事 業

5,968 10.3 5,700 9.7 △267 △4.5

直 需 事 業 5,505 9.5 5,569 9.5 63 1.2

合 計 57,855 100.0 58,709 100.0 854 1.5

当社グループの住宅関連事業につきましては、消費税率変更前の駆込み

需要、住宅ローンの低金利による影響等もありましたが、新設住宅着工戸

数は減少傾向で推移し、新型コロナウイルス感染の影響により中国等から

の輸入資材遅れが生じたこと、また人手不足、天候不順等で完成時期がず

れ込む案件が増えたため、当初の見込みより納入時期がずれ込む案件が見

受けられました。

※ルート事業

ルート事業は、住宅用資材及びビル用資材等を、二次卸・金物店・建材店

等へ販売しております。

住宅用資材は、建具商品、建築副資材、換気口等の販売は堅調に推移し

ましたが、郵便受、インテリア商品等は納入時期ずれ等により低調に推移

しました。

ビル用資材は、福祉関連資材、エクステリア商品が堅調に推移しました。

この結果、ルート事業全体の売上高は47,439百万円（前連結会計年度比

2.3％増）となりました。

※エンジニアリング事業

エンジニアリング事業は、住宅用資材及びビル用資材等を、建材店・販

売工事店へ、独自のノウハウによる設計・加工・施工等の付加価値を加味

して販売しております。

住宅用資材は、換気口、物干金物等は堅調に推移しましたが、郵便受、

インテリア商品は納入時期ずれ等により低調に推移しました。
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ビル用資材は、手すり、製作金物等が低調に推移しました。

この結果、エンジニアリング事業全体の売上高は5,700百万円（前連結会

計年度比4.5%減）となりました。

※直需事業

直需事業は、ホームセンター、通販会社、百貨店等、一般小売店向けの

DIY商品、及びOEM関連資材、その他商品を販売しております。

DIY関連商品は、ホームセンターの取引先店舗数の増加により点検口等が

堅調に推移しました。また新規開拓先の増加や防災関連商材の需要増によ

る長期保存食 IZAMESHIが好調に推移しました。

OEM関連資材は、戸建て住宅・集合住宅用商材は横ばいに推移しました

が、新型コロナウイルスの影響で各メーカー共に中国からの資材が大幅に

遅延したためビル物件向けOEM資材の供給が減少し、商業施設向け商材は改

修物件の中止、延期等により低調に推移しました。

この結果、直需事業全体の売上高は5,569百万円（前連結会計年度比1.2％

増）となりました。

②  設備投資の状況

該当事項はありません。

③  資金調達の状況

該当事項はありません。

④  事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤  他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥  吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

当社は、2019年４月１日を効力発生日として、当社の特定子会社である

トクダマシモエース株式会社と吸収合併を行い、同社が営んでおりました

建築金物・建築資材の卸売業に関する全ての権利義務を承継致しました。

⑦  他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①  企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 71 期

（2016年度）

第 72 期

（2017年度）

第 73 期

（2018年度）

第 74 期

(当連結会計年度)

（2019年度）

売 上 高
55,944 57,062 57,855 58,709

（百万円）

経 常 利 益
924 999 648 660

（百万円）

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益 581 637 454 415

（百万円）

１ 株 当 た り
108.46 118.76 84.65 77.48

当期純利益（円）

総 資 産
30,811 31,111 31,218 32,285

（百万円）

②　当社の財産及び損益の状況

区 分
第 71 期

（2016年度）

第 72 期

（2017年度）

第 73 期

（2018年度）

第 74 期

(当事業年度)

（2019年度）

売 上 高
52,991 53,941 55,183 58,059

（百万円）

経 常 利 益
878 935 593 659

（百万円）

当 期 純 利 益
530 583 528 686

（百万円）

１ 株 当 た り
98.93 108.77 98.45 128.01

当期純利益（円）

総 資 産
29,606 29,878 30,153 31,856

（百万円）
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況
該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

当社は、2019年４月１日を効力発生日として、当社の特定子会社である
トクダマシモエース株式会社と吸収合併を行い、同社が営んでおりました
建築金物・建築資材の卸売業に関する全ての権利義務を承継致しました。

(4) 対処すべき課題

当社グループは以下の戦略に取り組んで行く所存であります。

①　ルート事業とエンジニアリング事業の統合による効率化を図り、工事物

件受注強化と更なる顧客との関係強化を図り、新規開発商品・商材によ

る直需事業の強化を図る。

②　新規流通センター開設と運用、サテライト倉庫の導入を進め既存流通セ

ンターでの自社便拡充を図り、卸としての基盤強化を継続推進し得意先

へのサービス向上を図る。

③　次期マネジメント人材の育成と採用の強化継続による多様な人材の活用

により経営基盤の強化を図る。

④　ＩＴ化、各種社内システム更新・導入等による業務効率の向上を図る。

⑤　当社ECサイト「スギカウ」を活用したマーケティングの展開を図る。

(5) 主要な事業内容 (2020年３月31日現在）

セグメント区分 事業内容

ルート事業
住宅用資材及びビル用資材等を、二次卸・金物店・建
材店等へ販売しております。

エンジニアリング事業
住宅用資材及びビル用資材等を、建材店・販売工事店
等へ、独自のノウハウによる設計・加工・施工等の付
加価値を加味して販売しております。

直需事業
ホームセンター、通販会社、百貨店等、一般小売店向
けDIY商品、及びOEM関連資材、その他商品を販売して
おります。
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(6) 主要な事業所 (2020年３月31日現在）

①　当社：杉田エース株式会社
本 社 東京都墨田区緑二丁目14番15号
営 業 部 北海道・東北・東京・西関東・北関東・中部・近畿・中

四国・南日本・エンジニアリング・直需
流通センター 札幌・仙台・東京・千葉・成田・埼玉・大宮・名古屋・

大阪・福岡

②　子会社：水沢エース株式会社
本 社 北海道北見市卸町二丁目３番地２

(7) 使用人の状況 (2020年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

ル ー ト 事 業 322名（68名） 15名増（10名減）

エンジニアリング事業 38名（9名） 5名減（増減なし）

直 需 事 業 38名（49名） 1名減（38名増）

全 社 120名（125名） 2名増（25名増）

合 計 518名（251名） 11名増（53名増）

（注）使用人数は就業員数であります。臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

498名 51名増 41.3歳 11.8年

（注）１．上記のほか、パート及び嘱託社員250名（期中平均人員数）がおります。

２．上記人数には、子会社（トクダマシモエース）合併に伴う転籍者41名を含んで

おります。
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(8) 主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 759百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 688百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 302百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 121百万円

富 士 宮 信 用 金 庫 49百万円

株 式 会 社 千 葉 銀 行 25百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、2019年４月１日を効力発生日として、当社の特定子会社である

トクダマシモエース株式会社と吸収合併を行いました。

－ 9 －



２．株式の状況（2020年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 19,490,000株

(2) 発行済株式の総数 5,374,000株

(3) 株主数 4,770名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

杉 田 直 良 906千株 16.89％

有 限 会 社 杉 田 商 事 730千株 13.61％

杉 田 エ ー ス 従 業 員 持 株 会 265千株 4.95％

杉 田 裕 介 260千株 4.85％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 195千株 3.63％

東京中小企業投資育成株式会社 159千株 2.97％

株 式 会 社 ナ ス タ 117千株 2.20％

株 式 会 社 ダ イ ケ ン 93千株 1.75％

株 式 会 社 千 葉 銀 行 72千株 1.34％

杉 田 力 介 70千株 1.30％

（注）持株比率は自己株式（8,853株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 杉 田 直 良

代表取締役社長 杉 田 裕 介

常務取締役 佐 藤 　 正

常務取締役 杉 田 力 介 コーポレートスタッフ部門長

取締役 我 謝 宗 厚 エンジニアリング事業担当

取締役 花 井 慎 一 ルート事業担当

取締役 髙 橋 芳 郎 ルート事業担当

取締役 島 田 直 樹 株式会社ピー･アンド･イー･ディレクションズ代表取締役

常勤監査役 北 川 達 也

監査役 貫 井 康 夫

監査役 山 川 修 司 ハピネスデンキ株式会社代表取締役社長

(注)１.取締役島田直樹氏は、社外取締役であります。

２.監査役貫井康夫、山川修司の両氏は、社外監査役であります。

３.監査役貫井康夫氏及び山川修司氏は長年にわたり銀行に在籍し、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有しております。

４.当社は、取締役島田直樹氏を取引所規則の定めに基づく独立役員として指定し、取引所

に届け出ております。

５.2019年６月27日開催の第73期定時株主総会において選任され就任した監査役内山芳男

氏は、2020年２月18日に逝去により退任いたしました。それに伴い、補欠監査役であっ

た山川修司氏が同日監査役に就任致しました。

(2) 当該事業年度中に退任した監査役の状況

氏 名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

内 山 芳 男 2 0 2 0 年 2 月 1 8 日 逝去 社外監査役
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(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役

（ う ち 社 外 取 締 役 ）

８ 名

(1)名

310 百万円

(6)百万円

監 査 役

（ う ち 社 外 監 査 役 ）

5 名

(4)名

18 百万円

（6)百万円

合 計 13 名 329 百万円

(注) １.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２.取締役の報酬限度額は、第70期定時株主総会において年額400百万円以内（ただし、使

用人分給与は含まない）と決議いただいております。

３.監査役の報酬限度額は、第49期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただい

ております。

４.監査役報酬等の額には、2020年２月18日に逝去した監査役１名の在任中の報酬等の額が

含まれております。

５.上表の金額には、次の金額を含めて記載しております。

①当事業年度に費用処理した役員賞与引当金繰入額

取締役８名　　　　　　　　　28,500千円

（うち社外取締役１名　　　　 200千円）

監査役５名　　　　　　　　 　1,400千円

（うち社外監査役４名　　　　 400千円）

②当事業年度に費用処理した役員退職慰労引当金繰入額

取締役７名　    　　  　　　27,960千円

監査役１名         　　　　　1,200千円
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(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役島田直樹氏は、株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ

の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありま

せん。

・監査役山川修司氏は、ハピネスデンキ株式会社の代表取締役でありま

す。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

②　事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

取 締 役 会 監 査 役 会

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取締役  島 田 直 樹 13回 100％ ― ―

監査役  田 中 康 一 3回 100％ 3回 100％

監査役  内 山 芳 男 9回 75％ 9回 75％

監査役  貫 井 康 夫 10回 100％ 10回 100％

監査役  山 川 修 司 1回 100％ 1回 100％

島田直樹　　取締役会13回中13回出席し、取締役会においては、必要に

応じ、発言を行っております。

田中康一　　取締役会3回中3回、監査役会3回中3回出席し、取締役会に

おいては、必要に応じ、発言を行っております。

また、監査役会においては、議論を行っております。

内山芳男　　当事業年度において、2020年２月18日に逝去により退任す

るまでに開催された取締役会12回中9回出席し、必要に応

じ、発言を行っております。

貫井康夫　　取締役会10回中10回、監査役会10回中10回出席し、取締役

会においては、必要に応じ、発言を行っております。

　　　　　　また、監査役会においては、議論を行っております。

山川修司　　2020年２月18日以降、取締役会1回中1回、監査役会1回中1

回出席し、取締役会においては、必要に応じ、発言を行っ

ております。

　　　　　　また、監査役会においては、議論を行っております。

③　責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役１名及び社外監査役２名は、当社定款及び会社法第427

条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社
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外取締役については600万円、社外監査役については300万円又は会社法第

425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。

５．会計監査人の状況

(1) 名　　　称

八重洲監査法人

(2) 報酬等の額

八重洲監査法人

①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25百万円

②当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭そ

の他の財産上の利益の合計額
25百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査
と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませ
んので、①及び②の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等
の額を含めております。

２．監査役会は、日本監査役協会「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、適時に合理的な報酬で効率的に実施される高品質な
監査であることを確認・検討いたしました結果、報酬等の額につい
て適切であると判断いたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められ

る場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

また、上記のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の

解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

当社グループは、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制を整備するために、常に「コンプ

ライアンス・プログラム」・「杉田エース行動憲章」・「役員規則」・

「就業規則」の見直し・整備・充実に努め、その適切な維持・運用に

努めると共に、取締役は「取締役会」の審議を通じた他の取締役の職

務執行に関する監視・監督を十分に行い、また「賞罰委員会」制度の

適切な維持・運営に努める。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社グループは、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に

関する体制を整備するために、常に「取締役会規程」・「内部情報管

理規程」・「稟議規程」・「文書取扱規程」の見直し・整備・充実に

努め、その適切な維持・運営に努める。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループは、損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整

備するために、常に「経営危機管理規程」・「地震・風水害被害対策

規程」の見直し・整備・充実に努め、その適切な維持・運用に努める。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループは、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制を整備するために、常に「組織規程」・「職務権限

規程」・「業務分掌規程」の見直し・整備・充実に努め、その適切な

維持・運用に努める。

⑤　当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

イ．当社グループは、関連諸規程に基づき、グループ全体の管理を行

うと共に、グループ全体の適正な業務運営のための体制の整備に努
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める。また、当社の「内部監査室」は、定期的または臨時に子会社

の内部監査を実施し、グループ全体の内部統制の整備の推進に努め

る。

ロ．当社グループは、グループのリスクについては、グループ全体で

リスクの把握・管理に努め、グループ各社は、重大な危機が発生し

た場合には、直ちに当社へ報告し、当社は事案に応じた支援を行う

こととし、また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制及び

危機管理体制を整備するものとする。

ハ．子会社管理について、当社における関係部署の体制と役割を明確

にし、子会社を指導・育成する。

ニ．子会社の事業が適正に行われているかどうかについて、当社は定

期的または臨時に報告を求める。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

当社グループは、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこと

を求めた場合における当該使用人に関する事項を整備するために、監

査役から補助使用人の設置を求められた場合は、その人数・地位につ

いて「取締役会」の決議をもって、これを定めることとする。

⑦　前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社グループは、前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

を整備するために、同使用人に対する指揮命令・その報酬並びに異動

の決定については、「監査役会」の権限とするものとする。

⑧　取締役及び使用人等及び子会社の取締役、監査役、使用人等が監査役等

に報告するための体制並びに監査役への報告をしたことを理由として不

利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループは、取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

その他の監査役への報告に関する体制を整備するため、各社の監査役

は各社の全ての「取締役会」に出席するものとする。また、当社の監

査役は、定期的または臨時に、子会社への往査並びに同社の取締役・

監査役及び使用人との意見交換を実施することができるものとする。

なお、当社並びに子会社の取締役・使用人が監査役へ報告したことを

理由として不利な取扱いを受けることはないものとする。
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⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制並び

にその職務の執行について生ずる費用等の処理の方針に関する事項

当社グループは、その他監査役の監査が実効的に行われることを確

保するための体制を整備するため、監査役は適宜、公認会計士・弁護

士等の外部専門家並びに「内部監査室」等の社内各部署と自由に接触

し、連携を図ることができるものとする。また、取締役は監査役によ

る監査に協力し、監査にかかる諸費用については、監査の実行を担保

するべく予算を措置する。

⑩　財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループは、金融商品取引法その他の関係法令に基づき、適正

な会計処理を行い、財務報告の信頼性を確保するため、関連諸規程類

を整備すると共に内部統制の体制整備と有効性向上を図ることとする。

⑪　反社会的勢力排除に向けた体制

当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反

社会的勢力及び団体とは一切関わりを持たず、また不当な要求に対し

ては組織全体として毅然とした姿勢で対応することとする。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

当社グループは、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基

づいて、下記の取組みを実施しております。

１．取締役会は取締役及び社員等が共有する全社的な目標を定めております。

また、各担当部署は組織規程、業務分掌規程等に従いその目標達成のた

め部署ごとの具体的目標及び効率的な達成計画を定め、その進捗状況に

ついて定期的に取締役会等で報告しております。

２．取締役会その他の重要な会議の議事録は開催ごとに作成・管理され、稟

議書等職務の執行に係る重要な文書等も適切に管理しております。

３．取締役会には監査役全員が出席し、取締役の職務執行等につき意見を述

べ、常に監視できる体制を整えております。

４．監査役、会計監査人及び内部監査部門は、定期的に意見交換を行い、実

効性のある三様監査を実施しております。
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５．内部通報制度を整備し、適宜、コンプライアンス委員会を開催し、不正

行為の早期発見と是正に努めております。

６．内部監査室が作成した内部監査計画書に基づき、当社グループの内部監

査を実施しております。

７．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付

け、株主資本の充実と長期的で安定した収益力を維持するとともに、継続的

かつ安定的な配当を実施していくことを基本方針としております。

上記の方針に基づき、連結業績見通しと配当性向、将来の発展のための再

投資に必要な内部留保の蓄積等を総合的に勘案し、期末配当は１株につき30

円とさせていただくことといたしました。

なお、配当金のお支払い期間は、2020年６月４日から同年７月３日までと

させていただいております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

【 流 動 資 産 】

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

た な 卸 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【 固 定 資 産 】

［有形固定資産］

建 物 及 び 構 築 物

土 地

そ の 他

［無形固定資産］

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

［投資その他の資産］

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

24,897

2,883

15,099

2,013

3,816

1,054

38

△7

7,388

5,226

2,249

2,696

280

356

241

114

1,805

929

234

642

【 流 動 負 債 】 19,556

支払手形及び買掛金 6,535

電 子 記 録 債 務 10,932

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

433

未 払 法 人 税 等 199

賞 与 引 当 金 357

そ の 他 1,097

【 固 定 負 債 】 2,607

長 期 借 入 金 1,513

退職給付に係る負債 440

役員退職慰労引当金 519

そ の 他 134

負 債 合 計 22,164

純  資  産  の  部

【 株 主 資 本 】 10,103

［ 資 本 金 ］ 697

［ 資 本 剰 余 金 ］ 409

［ 利 益 剰 余 金 ］ 9,000

［ 自 己 株 式 ］ △4

【その他の包括利益累計額】 18

[その他有価証券評価差額金] 36

[退職給付に係る調整累計額] △18

純 資 産 合 計 10,121

資 産 合 計 32,285 負 債 純 資 産 合 計 32,285

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 58,709

売 上 原 価 50,290

売 上 総 利 益 8,419

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,871

営 業 利 益 547

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

受 取 配 当 金 21

仕 入 割 引 114

受 取 家 賃 42

そ の 他 18 197

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8

手 形 売 却 損 13

売 上 割 引 59

そ の 他 3 84

経 常 利 益 660

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 21

投 資 有 価 証 券 評 価 損 65 86

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 573

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 192

法 人 税 等 調 整 額 △34 158

当 期 純 利 益 415

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 415

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 20 －



連結株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 697 409 8,746 △4 9,848

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △160 － △160

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

－ － 415 － 415

自 己 株 式 の 取 得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 254 △0 254

当 期 末 残 高 697 409 9,000 △4 10,103

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産 合 計
その他有価証
券評価差額金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 46 △29 17 0 9,866

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － △160

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

－ － － － 415

自 己 株 式 の 取 得 － － － － △0

株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 )

△9 10 0 △0 0

当 期 変 動 額 合 計 △9 10 0 △0 255

当 期 末 残 高 36 △18 18 － 10,121

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

イ．連結子会社の数　　　　　　　１社

ロ．連結子会社の名称　　　　　　水沢エース株式会社

（注）トクダマシモエース株式会社については、2019年４月１日付で、杉田エース株式会

社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しておりま

す。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

ロ. デリバティブ　　　　　　　　時価法

ハ．たな卸資産

・商品　　　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法により算定）

・未成工事支出金　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　　定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおり

建物及び構築物　　　７～50年

ロ．無形固定資産　　　　　　　　定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法
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③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき

当連結会計年度に対応する金額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金　　　　　役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額を費用処理することとしております。数理計算上

の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物及び構築物 507百万円

土地 148

投資有価証券 8

計 664

②　担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 188百万円

長期借入金 596

計 785
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(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,498百万円

(3) 投資その他の資産から直接控除した引当金

貸倒引当金 35百万円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 5,374,000株 －株 －株 5,374,000株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 8,833株 20株 －株 8,853株

(注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り20株によるものであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類
配当金の総額
（百万円）

１ 株 当 た り
配 当 額 (円 )

基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 1 9 年 ５ 月 1 5 日
取 締 役 会

普通株式 160 30 2019年３月31日 2019年６月７日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度

になるもの

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2020年５月14日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 160 30 2020年３月31日 2020年６月４日
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４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①  金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達につい

ては銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は、外貨建債務の為替変動リスク

の回避を目的として行っております。

②  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒され

ております。当該リスクに関しては、当社グループの「与信管理規程」に従い、取引先ご

との期日管理及び残高管理を行うとともに、業務管理グループが、主な取引先の信用状況

及び財務状況等を随時把握する体制であり、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

未収入金は、主に手形売却債権及びファクタリング債権であり、取引先の信用リスクに

晒されております。当該リスクに関しては、営業債権と同様のリスク管理体制により、回

収懸念の早期把握や軽減を図っております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、投資信託及び債券であり、市

場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告さ

れております。

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて１年内の支払期日で

あります。外貨建債務に関しては為替の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクの

回避・軽減を目的として、決済額の一部について為替予約取引を行っております。また、

為替予約取引に関しては、評価損益の状況を定期的に把握しております。

借入金のうち、短期借入金及び長期借入金（原則として５年以内）は主に営業取引に係

る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、営業債務に係る為替予約取引であります。なお、デリバティブ取

引については、社内管理規程に基づき、為替及び金利の変動リスクを回避する目的に限定

した取引を行っており、投機目的での取引は行っておりません。

デリバティブ取引(為替予約取引）の利用にあたっては、信用リスクを軽減するため、格

付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、経理グループにおい

て月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

③  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、含ま

れておりません。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 2,883百万円 2,883百万円 －百万円

(2) 受取手形及び売掛金 15,099 15,099 －

(3) 電 子 記 録 債 権 2,013 2,013 －

(4) 未 収 入 金 1,054 1,054 －

(5) 投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 393 393 －

資 産 計 21,443 21,443 －

(1) 支払手形及び買掛金 6,535 6,535 －

(2) 電 子 記 録 債 務 10,932 10,932 －

(3)
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

433 439 6

(4) 長 期 借 入 金 1,513 1,508 △5

負 債 計 19,415 19,416 0

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1)現金及び預金､(2)受取手形及び売掛金､(3)電子記録債権、(4）未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

(5)投資有価証券

時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金

融機関から提示された価格によっております。

負　債

(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

(3)１年内返済予定の長期借入金、(4)長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様に借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定する方法によっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 535

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどが

できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含

めておりません。

５．賃貸等不動産の状況に関する事項

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,886.51円

(2) １株当たり当期純利益 77.48円

７．退職給付に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

当社グループは、従業員の退職給付に充てるため、確定給付制度として退職一時金制度及

び確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。また、従業員の退職等に際

して、割増退職金を支払う場合があります。

(2) 確定給付制度

①  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 438百万円

　勤務費用 24

　利息費用 1

　数理計算上の差異の発生額 △3

　退職給付の支払額 △21

退職給付債務の期末残高 440

②  退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

非積立制度の退職給付債務 440百万円

連結貸借対照表に計上された負債 440

退職給付に係る負債 440百万円

連結貸借対照表に計上された負債 440

③  退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 24百万円

利息費用 1

数理計算上の差異の費用処理額 11

確定給付制度に係る退職給付費用 37

④  退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

数理計算上の差異 15百万円

合　計 15
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⑤  退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであり

ます。

未認識数理計算上の差異 △27百万円

合　計 △27

⑥  数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　0.234％

(3) 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への拠出金額は、62百万円であり、退職給付費用に計上しておりま

す。

８．企業結合に関する注記

（企業結合等関係）

（当社連結子会社の吸収合併）

当社は、2019年１月29日開催の取締役会において当社の連結子会社（特定子会社）で

あるトクダマシモエース株式会社を吸収合併することを決議し、2019年２月27日付で合併

契約を締結いたしました。この契約に基づき、当社は2019年４月１日付でトクダマシモエ

ース株式会社を吸収合併いたしました。

１.　企業結合の概要

（１）結合当事企業の名称及び事業内容

吸収合併存続企業

名称：杉田エース株式会社

事業内容：住宅用資材、ビル用資材、DIY商品、特定需要家向けOEM関連資材、

その他商品の卸売業

吸収合併消滅企業

名称：トクダマシモエース株式会社

事業内容：建築金物・建築資材卸売業

（２）企業結合日（効力発生日）

2019年４月１日

（３）企業結合の法的形式

杉田エース株式会社を存続会社とする吸収合併方式

（４）企業結合の目的

経営資源の有効活用と事業運営の効率化

２.　実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

－ 28 －



貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

【 流 動 資 産 】

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

完 成 工 事 未 収 入 金

商 品

未 成 工 事 支 出 金

未 収 入 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【 固 定 資 産 】

［有形固定資産］

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

［無形固定資産］

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

［投資その他の資産］

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

24,507

2,855

5,483

2,013

8,984

385

3,324

335

1,094

26

11

△7

7,349

5,125

2,087

149

27

1

85

2,607

165

355

241

114

1,868

921

123

78

220

558

△35

【 流 動 負 債 】 19,308

支 払 手 形 1,159

電 子 記 録 債 務 10,932

買 掛 金 5,330

１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

433

未 払 金 50

未 払 費 用 450

未 払 法 人 税 等 199

未 成 工 事 受 入 金 166

預 り 金 60

賞 与 引 当 金 357

役 員 賞 与 引 当 金 29

そ の 他 137

【 固 定 負 債 】 2,543

長 期 借 入 金 1,513

退 職 給 付 引 当 金 413

役員退職慰労引当金 502

そ の 他 113

負 債 合 計 21,851

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】 9,969

［ 資 本 金 ］ 697

［ 資 本 剰 余 金 ］ 409

資 本 準 備 金 409

［ 利 益 剰 余 金 ］ 8,867

利 益 準 備 金 168

その他利益剰余金 8,698

買換資産圧縮積立金 122

別 途 積 立 金 4,390

繰 越 利 益 剰 余 金 4,186

［ 自 己 株 式 ］ △4

【評価・換算差額等】 35

［その他有価証券評価差額金] 35

純 資 産 合 計 10,005

資 産 合 計 31,856 負 債 純 資 産 合 計 31,856

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 58,059

売 上 原 価 49,781

売 上 総 利 益 8,278

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,728

営 業 利 益 549

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

受 取 配 当 金 20

仕 入 割 引 114

受 取 家 賃 40

雑 収 入 17 194

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8

手 形 売 却 損 13

売 上 割 引 59

雑 損 失 3 84

経 常 利 益 659

特 別 利 益

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 260 260

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 10

投 資 有 価 証 券 評 価 損 65 75

税 引 前 当 期 純 利 益 844

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 192

法 人 税 等 調 整 額 △34 157

当 期 純 利 益 686

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本

金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式

株 主 資

本

合 計資本準備金

資本剰

余 金

合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利 益 剰

余 金

合 計

買換資

産圧縮

積立金

別 途

積立金

繰 越 利

益 剰 余

金

当 期 首 残 高 697 409 409 168 123 4,390 3,659 8,341 △4 9,443

当 期 変 動 額

買換資産圧縮

積立金の取崩
－ － － － △1 － 1 － － －

剰余金の配当 － － － － － － △160 △160 － △160

当 期 純 利 益 － － － － － － 686 686 － 686

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － － － △0 △0

株主資本以外

の項目の当期

変動額(純額)

－ － － － － － － － － －

当期変動額合計 － － － － △1 － 526 525 △0 525

当 期 末 残 高 697 409 409 168 122 4,390 4,186 8,867 △4 9,969

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価

証券評価差

額 金

評価・換算

差額等合計

当 期 首 残 高 35 35 9,478

当 期 変 動 額

買換資産圧縮積

立 金 の 取 崩
－ － －

剰余金の配当 － － △160

当 期 純 利 益 － － 686

自 己 株 式 の 取 得 － － △0

株主資本以外の

項目の当期変動

額 ( 純 額 )

0 0 0

当期変動額合計 0 0 526

当 期 末 残 高 35 35 10,005

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

  有価証券

①　子会社株式　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

②　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　事業年度末決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ　　　　　　　　　　時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

　・商品　　　　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　・未成工事支出金　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

①  有形固定資産　　　　　　　　　定率法

　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおり

建物　        ７～50年

構築物　      ７～35年

工具器具備品　２～15年

②　無形固定資産　　　　　　　　　定額法

　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお

　　　　　　　　　　　　　　　　　ける利用可能期間（５年）に基づく定額法

③  長期前払費用　　　　　　　　　定額法

(5) 引当金の計上基準

①  貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。
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②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき

当事業年度に対応する金額を計上しております。

③　役員賞与引当金　　　　　　　　役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支

給見込額に基づき計上しております。

④　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

過去勤務費用は、発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額法により按分し

た額を費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしております。

⑤  役員退職慰労引当金　　　　　　役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事

業年度末要支給見込額を計上しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

　①　退職給付に係る会計処理　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過

　　　　　　　　　　　　　　　　　去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算

書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっており

ます。

②　消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

おります。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　①  売掛金　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4百万円

　②  未収入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47百万円

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物及び構築物 507百万円

土地 148

投資有価証券 8

計 664

②　担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 188百万円

長期借入金 596

計 785

(3) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　 4,350百万円
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３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 77百万円

仕入高 0百万円

営業取引以外の取引による取引高　　　　　　　　　　　　　　－百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

  自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 8,833株 20株 －株 8,853株

(注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り20株によるものであります。

５．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　賞与引当金 109百万円

　貸倒引当金 12

　未払事業税 15

　退職給付引当金 126

　役員退職慰労引当金 153

　その他 63

　繰延税金資産小計 482

　評価性引当額 △181

繰延税金資産合計 300

繰延税金負債

　買換資産圧縮積立金 △53

　その他有価証券評価差額金 △15

　その他 △10

　繰延税金負債合計 △80

繰延税金資産の純額 220

６．関連当事者との取引に関する注記

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

７. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,864.92円

(2) １株当たり当期純利益 128.01円
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８．企業結合に関する注記

（企業結合等関係）

（当社連結子会社の吸収合併）

当社は、2019年１月29日開催の取締役会において当社の連結子会社（特定子会社）で

あるトクダマシモエース株式会社を吸収合併することを決議し、2019年２月27日付で合併

契約を締結いたしました。この契約に基づき、当社は2019年４月１日付でトクダマシモエ

ース株式会社を吸収合併いたしました。

１.　企業結合の概要

（１）結合当事企業の名称及び事業内容

吸収合併存続企業

名称：杉田エース株式会社

事業内容：住宅用資材、ビル用資材、DIY商品、特定需要家向けOEM関連資材、

その他商品の卸売業

吸収合併消滅企業

名称：トクダマシモエース株式会社

事業内容：建築金物・建築資材卸売業

（２）企業結合日（効力発生日）

2019年４月１日

（３）企業結合の法的形式

杉田エース株式会社を存続会社とする吸収合併方式

（４）企業結合の目的

経営資源の有効活用と事業運営の効率化

２.　実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

この合併に伴い、抱合せ株式消滅差益260百万円を特別利益に計上しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年５月14日

杉田エース株式会社

取締役会　御中

八 重 洲 監 査 法 人
東京都千代田区
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三 井 智 宇 

業 務 執 行 社 員 公認会計士 廣 瀬 達 也 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、杉田エース株式会

社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、杉田エース株式会社及び連結子会社

からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、

全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
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含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性

を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
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でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求

められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・  連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す

る。

・  連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算

書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、

単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項 について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ

る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与

えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ

ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以   上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年５月14日

杉田エース株式会社

取締役会　御中

八 重 洲 監 査 法 人
東京都千代田区

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三 井 智 宇 

業 務 執 行 社 員 公認会計士 廣 瀬 達 也 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、杉田エース株

式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第74期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を

行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
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る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・   計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・  経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
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は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・  計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とそ

の実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む

監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国

における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立

性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又

は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について

報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。
　以　　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2019年４月1日から2020年３月31日までの第74期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審

議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意

思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以

下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役

及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社

から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成

る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施

行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締

役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制

システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状

況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表

明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監

査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基

準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の

通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について

検討いたしました。

２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取

締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

2020年５月14日

杉田エース株式会社　監査役会

監査役(常勤) 北 川 達 也 

監査役 貫 井 康 夫 

監査役 山 川 修 司 

（注）監査役貫井康夫及び監査役山川修司は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定め

る社外監査役であります。

　以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役８名選任の件

取締役８名全員は、任期１年との定款第19条の定めにより、本総会終結の時を

もって任期満了となります。

つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

１
すぎ

杉
 

　
た

田
 

　
なお

直
 

　
よし

良
(1948年６月７日生)

1971年４月　中山福株式会社入社

1973年３月　株式会社杉田金属（現杉田エース株

式会社）入社

1979年３月　当社取締役貿易部長

1984年４月　当社常務取締役営業本部長

1984年９月　当社取締役副社長

1987年９月　当社代表取締役社長

2012年４月　当社代表取締役会長（現任）

906,000株

２
すぎ

杉
 

　
た

田
 

　
ゆう

裕
 

　
すけ

介
(1974年５月19日生)

1998年４月　株式会社キョーワナスタ（現株式会

社ナスタ）入社

2000年６月　杉田エース株式会社入社

2004年６月　当社取締役開発部長兼西日本営業

本部副本部長

2005年４月　当社取締役営業統括本部副本部長

兼開発部長

2007年４月　当社常務取締役営業統括本部副本

部長

2009年４月　当社常務取締役営業統括本部副本

部長兼西日本営業本部長

2010年４月　当社取締役副社長

2011年４月　当社代表取締役副社長

2012年４月　当社代表取締役社長（現任）

260,000株
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候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

３
すぎ

杉
 

　
た

田
 

　
りき

力
 

　
すけ

介
(1982年２月17日生)

2006年４月　株式会社インデックス入社

2009年４月　株式会社ＴＢＳディグネット入社

2012年11月　杉田エース株式会社入社

2013年４月　当社執行役員ＩＴ戦略担当

2014年４月　当社執行役員ＩＴ戦略担当兼総務

人事グループ長

2015年６月　当社取締役コーポレートスタッフ

部門長

2017年６月　当社常務取締役コーポレートスタ

ッフ部門長

2020年４月　当社取締役副社長（現任）

70,000株

４
さ

佐
 

　
とう

藤
 

　
 

　
 

　
ただし

正
(1958年１月３日生)

1976年３月　株式会社杉田金属（現杉田エース株

式会社）入社

1991年10月　当社横浜営業所長

2001年４月　当社開発部長

2004年４月　当社東日本営業本部営業企画担当

部長

2005年４月　当社リフォーム営業部長

2010年４月　当社執行役員建材営業統括部長兼

リニューアル営業部長

2013年４月　当社執行役員南日本営業統括部長

2014年４月　当社執行役員西日本地区営業担当

兼西日本営業統括部長

2014年６月　当社取締役西日本地区営業担当兼

西日本営業統括部長

2015年４月　当社取締役ルート事業部長

2016年４月　当社取締役総務人事・業務管理担当

2017年６月　当社常務取締役

2020年４月　当社専務取締役（現任）

2,100株
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候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

５
が

我
 

　
じゃ

謝
 

　
そう

宗
 

　
こう

厚
(1957年10月１日生)

1979年１月  我喜屋金物入社

1999年１月　杉田エース株式会社入社

当社沖縄営業所副所長

2002年４月　当社沖縄営業所長

2007年４月　当社沖縄支店長兼業務課長

2008年４月　当社九州ブロック長兼沖縄支店長

兼業務課長

2010年４月　当社執行役員西日本営業統括部長

2012年６月　当社取締役営業本部副本部長

2014年４月　当社取締役東日本地区営業担当兼

直需営業部長

2015年４月　当社取締役直需事業担当兼エンジ

ニアリング事業担当

2016年４月　当社取締役営業担当

2017年６月　当社取締役ルート事業担当

2018年４月　当社取締役エンジニアリング事業

担当

2020年４月　当社取締役（現任）

2,000株

６
はな

花
 

　
い

井
 

　
しん

慎
 

　
いち

一
(1965年４月14日生)

1989年４月　杉田エース株式会社入社

1999年４月　当社三郷営業所長

2003年４月　当社首都圏営業部長

2007年４月　当社執行役員アーキハードウェア

営業部長

2009年４月　当社執行役員ＡＣＥ２５推進室長

2012年４月　当社執行役員建材営業統括部長

2015年４月　当社執行役員エンジニアリング事

業部長

2016年４月　当社執行役員エンジニアリング営

業部長

2017年６月　当社取締役エンジニアリング事業

担当

2018年４月　当社取締役ルート事業担当

2020年４月　当社取締役（現任）

　－株
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候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

７
たか

髙
 

　
はし

橋
 

　
よし

芳
 

　
ろう

郎
(1956年６月４日生)

1980年３月　株式会社杉田金属（現杉田エース株

式会社）入社

1993年６月　当社東京支店長

1996年４月　当社関東第一営業部長

2001年６月　当社取締役東日本営業本部副本部

長兼関東第一営業部長

2004年４月　当社取締役東日本営業本部長

2008年４月　当社取締役商品本部長兼購買部長

2013年４月　当社取締役グループ事業担当

　　　　　　マシモエース株式会社取締役

2016年６月　当社取締役退任

　　　　　　トクダマシモエース株式会社代表

取締役社長

2018年６月　当社取締役ルート事業担当

2019年４月　トクダマシモエース株式会社代表

取締役社長退任

2020年４月　当社取締役（現任）

20,000株

８
しま

島
 

　
だ

田
 

　
なお

直
 

　
き

樹
(1968年11月23日生)

1993年４月　アップルコンピュータ株式会社入

社

1998年10月　株式会社ボストンコンサルティン

ググループ入社

2001年９月　株式会社ピー・アンド・イー・ディ

レクションズ代表取締役（現任）

2015年６月　当社社外取締役（現任）

－株

(注）１．上記各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．島田直樹氏は、社外取締役候補者であります。

３．島田直樹氏を社外取締役候補者とした理由は、島田氏の長年に亘るビジネス経験を活か

して、当社社外取締役として経営全般に関して有効な指導、助言をいただけるものと期

待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

４．島田直樹氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって５年となります。

５．当社は社外取締役との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任

の限度額は、600万円または会社法第425条第１項に定める 低責任限度額のいずれか高

い額としており、島田直樹氏の再選が承認された場合には、当該契約を継続する予定で

あります。

６．当社は、島田直樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま

す。
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第２号議案　監査役２名選任の件

監査役北川達也氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。また山川

修司氏は本総会終結の時をもって辞任されます。従いまして、監査役２名の選

任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
の株式数

1
きた

北
 

　
がわ

川
 

　
たつ

達
 

　
や

也
(1958年12月６日生)

1982年４月　株式会社大塚商会入社

1987年４月　杉田エース株式会社入社

2008年４月　当社情報システム部長

2010年10月　当社人事部長

2013年４月　当社総務人事グループ長

2014年10月　当社内部監査室長

2016年６月　当社監査役（現任）

8,600株

2

※
かわ

川
 

　
ぐち

口
 

　
 

　
しん

伸
(1956年８月26日生)

1980年４月　株式会社住友銀行（現株式会社三井

住友銀行）入行

1999年４月　同行鹿児島法人部長兼鹿児島支店

長

2002年６月　同行個人マーケティング部投資商

品事業室長

2002年12月　同行コンサルティング事業部長

2009年４月　同行品質管理部長

2010年４月　同行理事 品質管理部長

2011年４月　同行理事 本店 上席推進役

2011年６月　株式会社三井住友フィナンシャル

グループ 常任監査役

2015年６月　SMBCセンターサービス株式会社 　

取締役社長

2017年６月　同社　取締役会長

2018年４月　SMBCオペレーションサービス株式

会社　会長（現任）

－株

（注）１．※印は新任の監査役候補者であります。

２．上記各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．川口伸氏は、社外監査役候補者であります。
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４．川口伸氏を社外監査役候補者とした理由は、長年に亘るビジネス経験を活かして、当

社監査役として経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと期待し、社外監査役

として選任をお願いするものであります。

５．当社は、社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結することとしております。当該契約に基づく

損害賠償責任の限度額は、300万円または会社法第425条第１項に定める 低責任限度

額のいずれか高い額としており、川口伸氏が選任された場合は、当責任限定契約を締

結する予定であります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査

役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年  月  日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

にし

西
 

　
むら

村
 

　
やす

泰
 

　
ゆき

行
(1958年４月11日生)

1983年４月　株式会社住友銀行（現株式会社三井

住友銀行）入行

2002年４月　株式会社三井住友銀行下高井戸支店

長

2004年９月　株式会社日本総合研究所　出向

2004年10月　同社　総務部長

2008年10月　同社　社長室部長 兼 広報部長

2009年５月　株式会社日本総合研究所　入社

2011年６月　同社　執行役員　社長室部長　兼　

広報部長

2014年６月　同社　常務執行役員　社長室部長　

兼　広報部長

2015年７月　同社　常務執行役員　基盤開発部門

長

2017年４月　同社　専務執行役員

2017年６月　同社　取締役　兼　専務執行役員

（現任）

－株

（注）１．上記候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．西村泰行氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３．西村泰行氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。
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西村泰行氏につきましては、長年の金融機関勤務により培われた経験と知識を、監査

役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役と

して選任をお願いするものであります。

４．当社は監査役が期待される役割を充分発揮できるよう、現行定款第27条において監査

役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定

めております。これにより、西村泰行氏が社外監査役に就任された場合は、当社との

間で責任限定契約を締結する予定であります。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

・監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、300万円また

は会社法第425条第１項の 低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂

行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

第４号議案　故監査役内山芳男氏に対する弔慰金贈呈の件

2020年２月18日に逝去されました故監査役内山芳男氏の在任中の労に報いる

ため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において、弔慰金を贈呈いたした

く存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議

に、ご一任いただきたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

内 山 　 芳 男
2014年６月　当社社外監査役

2020年２月　逝去

以　上
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株主総会会場ご案内図

東京都墨田区横網一丁目６番１号

国際ファッションセンター（ＫＦＣビル）２階

「ＫＦＣ Ｈａｌｌ ２ｎｄ」

［交通機関］

ＪＲ中央･総武線｢両国駅｣東口より徒歩約６分

ＪＲ中央･総武線｢両国駅｣西口より徒歩約７分

都営地下鉄 大江戸線｢両国駅｣Ａ１出口直結

※ 駐車場はございませんので、大変恐縮でございますが、

　 お車でのご来場はご遠慮いただきたくお願い申し上げます。

昨年まで株主総会開催時にお土産を用意しておりましたが、
諸般の事情により廃止させていただくこととなりました。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。


